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はじめに

区では、高齢者の保健福祉の増進、介護保険制度の円滑な運営を図るため、新たに

平成 21～23 年度の 3 年間を計画期間とする「第 4 期練馬区高齢者保健福祉計画・介

護保険事業計画」の策定に着手しています。

平成 19 年現在、区内の高齢者人口は、約 13 万人、区総人口に占める割合は、約

18.5％に達していますが、今後も高齢化は着実に進行し、平成 25 年（2013 年）には、

区民の 5人に 1人が高齢者になると予測されています。

このような状況を前提に、本懇談会は、この計画の介護保険事業計画に関すること

以外で、区が取り組むべき課題について、区民・保健福祉関係者・学識経験者などの

様々な立場からの意見を反映させるために設置され、第 4期計画に向けて重要課題と

して取り組むべき各種テーマを設定し、平成 19 年 12 月～平成 20 年 8 月の間に、7

回にわたり議論を行いました。

その結果、団塊世代が高齢者となり一層進むことが予測される高齢社会においても、

活力ある地域社会を維持し、高齢者が健康でいきいきと暮らしていくための、多くの

提言と意見が示されました。このたび、これらの提言・意見をとりまとめましたので、

ここに報告いたします。

区は、本報告書の提言・意見はもとより、パブリックコメント等様々な機会に寄せ

られた区民の意見を十分に踏まえ、高齢者が、安全・安心が確保された中で、いきい

きと暮らせる地域社会への礎となる計画を策定されるよう切に要望いたします。

最後になりましたが、本報告書をまとめるに当たり、短い期間にも関わらず、熱心

に議論していただいた懇談会委員の皆様に心から感謝申し上げます。

平成 20 年９月

練馬区高齢者保健福祉懇談会座長

冷水 豊
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[１] 第 4期計画策定に向けての課題整理

１ 計画の基本理念

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に共通する「基本理念」をつぎのとおり設定

する。

第 3 期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（計画期間：平成 18～20 年度）では、

平成 27 年（2015 年）の練馬区において、目指すべき高齢社会を念頭に、計画の基本理

念を設定し、最初の 3 年間（平成 18～20 年度）に取り組むべき施策をとりまとめた。第

4 期計画は、中間の 3 年間に取り組むべき施策を明らかにするものと位置づける。従っ

て、計画の基本理念については、第 4 期計画においても、第 3 期計画を継承する。

【３つの基本理念】

２ 懇談会における課題整理

計画の基本理念を実現するため、区が第 4 期計画期間に重要課題として取り組むべき

７つのテーマを設定し、懇談会で討議した。

【高齢者保健福祉懇談会討議テーマ】

○ 高齢者の尊厳を大切にする

○ 高齢者の自立と自己決定を尊重する

○ 高齢者の社会参加と地域の支え合いを促進する

テーマ１ 高齢者の社会参加

テーマ２ 高齢者センター・敬老館のあり方

テーマ３ ひとりぐらし高齢者・高齢者のみの世帯・日中独居者への支援

テーマ４ 高齢期の住まい

テーマ５ 健康の保持・増進

テーマ６ 在宅医療・介護の連携と充実

テーマ７ 高齢者の権利擁護
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[２] テーマ別の提言・意見等

テーマ１ 高齢者の社会参加

高齢化が進む中で活力ある社会を維持するためには、多くの高齢者が地域社会と関わりを

持ち、心身ともにいきいきと暮らすことが重要である。このため、区は高齢者の「生きがい

づくり」とともに、「地域（社会）貢献」につながる社会参加活動の促進を図ることが必要で

ある。

高齢者はこれまでの人生で、様々な知識・経験を培っている。これらの方々が、高齢期を

迎えたときに、地域住民同士の支え合いとなる活動の担い手となることは、地域貢献につな

がる社会参加を進め、活力ある高齢社会の実現に寄与すると考えられる。

そこで、高齢者が、地域において多様な社会参加の機会を得られるよう支援することが必

要である。

１ 高齢者団体への支援

(1)老人クラブ

地域の高齢者団体として、地域資源と連携して、認知症予防活動を含めた地域（社会）

貢献活動を担う必要がある。

(2)シルバー人材センター

①会員制の就労支援団体として、「家事援助サービス」の取り組みなど、社会貢献的な分

野への進出により、地域住民との関わりを強める必要がある。

②新しい分野の要望にも応えられる、業務分野の拡大やきめ細やかな支援を行うため、

受注開拓等を行う組織体制の強化が必要である。

２ ボランティア活動参加への支援

(1)ボランティアの推進

①既存の方法のみならず、様々な手段で一人ひとりに必要な情報が届くよう、情報提供

のあり方を工夫し、ボランティアに関心はあるものの、きっかけがない等、まだ参加

に至らない人の後押しをすべきである。

②「相談情報ひろば」※など、地域活動の拠点として活用されている事業を、ボランテ

ィア活動の推進拠点としても活用すべきである。

③ボランティア活動の発展のためには、組織化が重要である。今まで仕事を中心に生活

してきた方が、組織のリーダー的役割を果たし、仕事を通じて培ってきた組織づくり

のノウハウを活用してもらうよう働きかけるべきである。
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(2)ボランティア活動に取組むための動機付け

①ボランティア活動を開始するきっかけ作り、継続するための動機づけ等、ボランティ

ア活動への関心を維持向上させる仕組みを検討すべきである。

②ボランティア活動をする上での、スキルを高めるために、研修の機会を拡充する必要

がある。

３ 就労活動への支援

(1)高齢者の知識・経験を活かす工夫

①職業経験あるいは子育て等の経験を活用できる、人材の登録制度を検討すべきである。

②年金の手続きなど、他の用事で出かけたときに、ついでに登録できるような工夫を図

ることが重要である。

③経験を活かした若い母親世代等への支援事業を行うべきである。

(2)高齢者が就労しやすい環境づくり

①区は、企業等のニーズを把握し、就労を希望する高齢者へ適切な情報提供をすべきで

ある。

②企業等が、元気な高齢者を人材として積極的に活用するように、区から働きかけるべき

である。

(3)介護人材としての活用

①介護に関する一定の資格や技能のある高齢者の積極的な活用を図り、介護人材不足の

解消に資するべきである。

②高齢者の中から、介護人材を育成するため、必要な知識・技術を習得できる研修制度

が必要である。

③傾聴ボランティアなど、孤立防止の分野では、高齢者の知識・経験の活用が期待でき

る。その他にも高齢者が活躍できる分野・機会を見つけ、適切に情報提供をするとい

った支援が必要である。

④定年退職後や高齢期になってから始めるのではなく、もっと早い時期から少しずつ学

べる仕組みが必要である。

用語解説

※「相談情報ひろば」・・・区事業の名称。高齢者・障害者・子育て家庭などの相談に応じ、

必要な情報を提供しながら地域交流を深めることを目的とした「地域のたまり場」。平成

18 年度から地域活動団体と協働で進めており、平成 20 年 8 月現在、区内 7 箇所で開設

されている。
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テーマ２ 高齢者センター・敬老館のあり方

「高齢者センター」※１（3 館）、「敬老館」※２（11 館）は、60 歳以上の区民が利用する施

設として、高齢者の「生きがいづくり」、「社会参加」の場としての役割を果たしている。特

にこれから高齢期を迎える世代や、これまで地域施設を利用する機会の無かった高齢者が気

軽に利用できるための周知宣伝などの具体策が必要である。

また、団塊の世代等新たに地域に仲間入りをする高齢者からは、自らが持つ知識・経験を

活かせる活動への支援が求められている。これからの高齢者センター・敬老館の役割として、

高齢者自身による地域活動団体づくりや運営へのアドバイスなど、調整役としての役割が求

められる。

１ 高齢者センター・敬老館事業の今後の方向性

(1)新規利用者の拡大

①開設後の期間が長い施設では、利用者が固定化する傾向がでている。

このため、新規利用者が利用しやすくなるための工夫が必要である。

②特に、これから高齢期を迎える世代の中には、「高齢者センター」、「敬老館」は自分に

は関係ないという意識を持っている方が多い。魅力的な催し・講座等を企画・周知し

て、どのような施設かを知ってもらう宣伝が必要である。

③文化・教養に関する講座等、自らの知識研鑽の機会を提供する場としての機能は重要

である。今後もさらに、施設の整備、利用者数の増加を図っていくべきである。

④高齢者センター・敬老館という名称に抵抗感を覚える方もいる。まだ利用した事のな

い方にとっても親しみを感じられるよう、愛称をつけるなど、施設の名称のあり方に

ついて検討する必要がある。

(2)発展的な活動拠点としての役割

①これからの高齢者センター・敬老館での活動は、そこでの活動をきっかけに、施設の

外へ自主的な活動の場を広げていくような方向性を目指すべきである。

そのためには、既存事業に加え、高齢者の地域活動に必要な情報の発信や、新たな

活動開始のノウハウなどを積極的に伝授することが必要である。

②趣味・教養等自らの楽しみを提供する機能に加え、地域貢献につながる活動の拠点と

しての役割を果たすため、情報の提供や、活動機会を得るための支援をすべきである。

③若年層との世代間交流事業については、高齢者センター等で既に一部実施されている

が、さらに拡充し、多世代で行う活動へと発展するための支援が必要である。

２ 施設運営への利用者の参加促進

施設を利用する人の中から、施設の運営に参加できるような人材を育成することが必要
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である。その結果、地域ごとの自主性のある運営につなげることが望ましい。

用語解説

※１「高齢者センター」・・・区内在住の 60 歳以上の方を対象に介護予防、健康増進、教

養の向上、レクリエーションなどの事業や場所の提供をする施設で、現在、区内 3 か所

（豊玉・光が丘・関）に開設している。

※２「敬老館」・・・区内在住の 60 歳以上の方を対象に、生きがいづくりと健康づくりを

推進する地域施設で、現在、区内 11 か所に開設している。また、地域集会施設である、

「地区区民館」（区内 22か所）および「厚生文化会館」（区内 1 か所）内には、敬老館よ

り小規模の「敬老室」を設置している。
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テーマ３ ひとりぐらし高齢者・高齢者のみの世帯・日中独居者への支援

核家族世帯の増加により、高齢者の世帯構成は、「ひとりぐらし高齢者」「高齢者のみの世

帯」の占める割合が今後ますます多くなる。今後の高齢者施策においては、これらの高齢者

に焦点を当てる必要がある。

「ひとりぐらし高齢者」・「高齢者のみの世帯」・「日中独居者」※１（以下、「ひとりぐらし

高齢者等」という）の第一の課題は、「孤立化」である。孤立化は、たとえ元気であっても、

周囲との社会的なつながりがない等、一見してわかりにくいため、高齢期に伴う問題が認識

されず潜在してしまいがちである。孤立化を問題として見過ごさない体制を整備するために、

社会参加と、地域における「見守り」を促進する必要がある。

また、実際の施策展開にあたっては、同居家族がいる場合にも、夫婦や親子など様々な世

帯構成が存在し、多様な対応が求められることに留意しなければならない。そして、区が発

信する情報が届きにくいなどの実態を把握し、適切な支援体制を構築する必要がある。

１ 社会参加支援（孤立化防止のための、外出支援策として）

(1)高齢者センター・敬老館等の利用促進

孤立化を防ぐために高齢者センター・敬老館等の施設は有効である。練馬区高齢者基

礎調査によると、高齢者のうち８割は元気な高齢者である。このため、事業内容等につ

いての周知を工夫し、高齢者向け施設の利用促進を図るべきである。

(2)地域での活動に参加するための動機付け

今まで仕事を中心に生活してきた方が、高齢期に入ってから地域活動に参加するには

きっかけが必要である。性別に関わらず、地域活動に参加したくないという人の声を聴

き、参加のための動機付けの工夫をする必要がある。

(3)うつ状態の防止

ひとりぐらし等の高齢者は、他人とコミュニケーションを取る機会が著しく少ない場

合がある。社会から隔絶されることへの焦燥感や孤独感等から、うつ状態を引き起こす

ことも考えられる。地域の中で、孤立しないための支援が必要である。

２ 見守りを中心とした支援（自宅等への訪問）

(1)民生委員による訪問

民生委員は、地域での信用度が高いので、ひとりぐらし高齢者等への見守り体制の中

心として活躍すべき存在である。しかしながら、訪問対象者は多く、民生委員だけの支

援では人手が不足してしまう。民生・児童委員協力員※２等の協力により、見守り体制の

強化を図る必要である。
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(2)見守り訪問事業（区新規事業）の充実

平成２０年度より開始した「見守り訪問事業」は、地域における孤立化の防止に寄与

するものである。「地域包括支援センター（在宅介護支援センター）」※３を中心とした関

係者が連携するための体制整備を積極的に進めて行くべきである。

(3)地域の協力体制の構築

元気な高齢者の協力を得る等、地域住民同士の協力体制の調整を行うべきである。

３ 必要な情報が伝わる体制づくり

(1)既存事業の活用

既存事業である会食・配食など、孤立しがちな高齢者と関わりを持てる機会をとらえ

て、効果的に情報提供を進めていくことが重要である。

(2)情報の伝達手段への配慮

孤立しがちな高齢者も立ち寄りそうな場所、例として地域の診療所などに、気軽に相

談できる場所をつくる、パンフレット等を配置するなどの情報伝達手段の工夫が必要で

ある。

４ 認知症への対応

ひとりぐらしで認知症の症状があると、火の始末ができないため、食事の支度等に支障

が生じ、結果として地域での在宅生活ができなくなってしまう。配食サービス等の支援の

充実、地域との協働による見守り体制の促進に加え、認知症の症状に対し適切な対応がで

きる専門医療機関との連携が重要であり、それぞれの役割分担の明確化と、総合的な調整

を積極的に行う必要がある。

用語解説

※１「日中独居者」・・・子ども世帯等同居家族はいるものの、日中は子ども世帯等は働き

に出かけてしまう等の理由により、「ひとりぐらし高齢者」と同様にひとりで過ごしてい

る高齢者をいう。見かけ上は、そうした状態がよりわかりにくいことが特徴である。

※２「民生・児童委員協力員」・・・民生・児童委員の活動に協力する人材を確保し、その

活動を支援するための東京都独自の制度。協力員の任期は１年で、民生児童委員協議会

が地域でふさわしいと思われる人を推薦し、都知事が委嘱する。練馬区では、平成２０

年４月より開始され、平成２０年８月現在３７名の協力員が活動している。

※３「地域包括支援センター（在宅介護支援センター）」・・・練馬区では地域包括支援セ

ンターとして、４か所の「本所」（区総合福祉事務所内に設置）のほか、在宅介護支援セ

ンターに併設する形で、１９か所の「支所」を設置している。
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テーマ４ 高齢期の住まい

高齢期を安全・快適に暮らすためには、心身状況や家族構成に合わせた「住まいづくり」

が重要である。しかし練馬区高齢者基礎調査によると、高齢期を生活しやすくする住宅改修

等が行われていない状況が見られる。高齢期を迎える早い時期から、住まいづくりの重要性

を啓発するための、適切な情報提供を行うとともに、高齢期の住まいを総合的に取り扱える

専門性の高い相談体制づくりを図るべきである。

一方、住まいづくりは、住居の内だけの問題に留めず、暮らしを営むまち全体のバリアフ

リー※１等のハード環境の整備を含めたものととらえることが必要である。同時に、住居の周

辺地域の住民同士によるつながりも、地域に住み続けるためのソフト環境として重要であり、

「地域の支え合い」促進への支援が求められている。

喫緊の課題として、「ひとりぐらし」「高齢者のみの世帯」が住まいを確保できない場合へ

の支援がある。「低収入」や「心身状況の変化」といった、住まいの確保に支障をきたす要因

を考慮し、高齢者が円滑に住宅を確保できる仕組みづくりを図っていくべきである。

１ 高齢期にふさわしい住まいづくりの促進

(1)わかりやすい情報提供

①高齢者向けとして提供されている住宅は、性質・目的別に多様化されており、名称も

紛らわしい。それぞれの特徴をわかりやすく解説し、住まいづくりへの総合的な情報

提供を行う必要がある。

心身状況の変化は、高齢者個人にとっては連続的なものであり、変化に併せて次々と

住み替えるのは非現実的である。従って、今の住まいに住み続けられる個人的・社会

的方策を促進することが重要であろう。

②同時に、高齢者優良賃貸住宅や有料老人ホームといった、自宅以外も含めた多様な住

まい方についての情報提供と支援策も必要である。

(2)早期からの啓発

住まいはそう簡単には変えられないのが現実である。また、現在は健康なため、公営・

民営どちらであっても、「高齢者～」と高齢者を意識させる名称の住宅については関心を

持っていない方が多い。

そのような状況で、「住まいづくり」への関心を高めるには、これから高齢期を迎える年代

へも早期から積極的に啓発し、住まいづくりに対する意識を高める働きかけをすべきである。

(3)高齢期の住宅改修に関する総合的な支援体制

高齢期に備えた住宅改修を行うためには、改修の内容、資金計画、適切な事業者選択

などを高齢者自身が行わなければならず、その負担は重い。そこで、区の関係部署および関

係機関との連携を進め、総合的な相談・支援を行える体制を整備すべきである。
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２ 地域の環境整備の促進

(1)ハードの整備

①生活の場は、個人の住居の中だけでなく地域全体である。安全性・快適性は、外出し

たときの環境にも同様に求められ、段差・歩道など、高齢者が安全に出かけられるよ

うユニバーサルデザイン※２の考え方に基づき整備を進めるべきである。

②区立・民間いずれの施設であっても、不特定多数の人が利用する施設は、高齢者にと

って安全で使いやすいものであるよう整備を進めるべきである。

(2)ソフトの整備

①地域で行われている「見守り」などの取り組みと連携し、地域住民同士の支え合い体

制が促進されるよう支援すべきである。

②地域住民同士の支え合いが不十分な地域へは、区も「地域包括支援センター」を中心

として、支え合いが促進されるよう、適切な調整を行うべきである。

３ ひとりぐらし高齢者等の住宅困窮への支援

(1)課題対応の体制づくり

ひとりぐらし高齢者等の住宅困窮に対する支援について、区としてより積極的な施策

を検討すべきである。

(2)高齢者への情報提供と支援

ひとりぐらし高齢者が、「低収入」、「賃貸住宅居住」である場合、住まいの困窮が懸念

される。低収入の方が入りやすい賃貸住宅の周知や、具体的な入居支援等を検討すべき

である。

(3)貸主への支援

賃貸住宅の貸主にとっては、「火の始末への不安」、「孤独死」などの、入居拒否の事由

となるリスク要因の軽減方法等について、積極的に周知すべきである。

用語解説

※１「バリアフリー」・・・生活を阻害する障壁（バリア）となるものを取り除くこと。障

壁には、段差等の物的な障壁のみでなく、心理面や情報面などの障壁も含まれる。

※２「ユニバーサルデザイン」・・・まちづくりや商工業製品等の分野で、誰もが快適で使

いやすいデザインを取り入れておくという考え、またはそのデザイン。
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テーマ５ 健康の保持・増進

平均寿命※の伸び、高齢化率の上昇により、高齢期をいきいきと過ごすための「健康づく

り」はますます重要になっている。健康の保持・増進のためには、「自分の健康は自分で守り、

つくる」という意識が重要であるため、区は、一人ひとりが自らの健康に対し関心を持つた

めの啓発活動や、健康診査と健康づくり事業を柱とした支援を行っていくべきである。

まず、健康状態を把握し、病気等の早期発見・治療につなげる「健康診査」を多くの区民

が受診するよう、啓発活動を今後も推し進めるべきである。その結果、健康づくり事業への

参加が望ましいとされた方が、積極的に参加するように、健康づくりの大切さを普及促進す

る必要がある。その際、情報の「伝え方」を工夫し、必要な人に必要な情報が届くよう努め

なければならない。

また、「健康づくり」は、一時的なものでなく、本人の生活の中に習慣として取り入れても

らう方向付けに取り組む必要がある。そのため、年齢・性別・心身状況等、個人ごとの必要・

希望に応じた健康づくり事業を実施すべきである。

さらに、「健康づくり」には、身体だけでなく心の健康も重要である。楽しく・生きがいと

なるメニューの提供に努め、健康づくり事業への参加をきっかけに、地域での交流につなげ

ていく取り組みが求められている。

１ 健康診査の受診促進

(1)啓発

①区報のような多数へ向けた周知手段に加え、個別の案内状を送るなど、丁寧な周知を

図ることに今後も積極的に取り組むべきである。

②これから高齢期に入る方も、啓発の対象に含め、早期からの動機付けを行っていくべ

きである。

(2)情報伝達

①行政情報が伝わりにくい環境で暮らしている方への配慮は重要である。ひとりぐら

し・高齢者のみの世帯・日中独居者といった方へ、必要な情報を届けられるよう工夫

が必要である。

②健康診査未受診者の中には、情報は届いていても、別の理由で未受診の方もいる。受

診や、その後の健康づくり事業への参加に結びつけるためには、個人の希望・状況に

応じた呼びかけ方をしなければならない。

２ 健康づくり事業の方向性

(1)多様な事業の展開

①骨粗しょう症予防、口腔ケア、栄養等、健康づくりに必要な内容は、本人の希望・年

齢・性別・心身状況等に応じて様々である。そのため、区民の健康を総合的に支援で
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きるよう、必要な事業を計画的に展開していかなければならない。

②個人ごとに必要なメニュー等を、区民が総合的に相談できる体制づくりが必要である。

(2)予防の観点からの展開

健康づくりは、健康なうちから、予防として習慣づけることが重要である。一般高齢

者向けの事業を効果的に実施すべきである。

３ 心の健康への支援

(1)機会・場の提供

①健康づくり事業への参加をきっかけに、社会参加が進むことは、心身の健康の維持に

つながっていく。社会参加できる機会・場の提供に努めるべきである。

②高齢期に入ると、専門的な相談を利用するほどではなくとも、心身状況の変化に起因

して、漠とした不安を感じるという方が多くなる。高齢者が日常的に訪れる所が、気

軽に話せて不安を解消できる場となるような支援を検討すべきである。

(2)健康増進に取り組む個人・団体への支援

就労・ボランティア・趣味活動などは、元気な高齢者の生きがいとなるとともに、結

果として、健康増進に寄与している。これらに取り組む個人・団体への支援も重要であ

る。

用語解説

※「平均寿命」・・・０歳の平均余命のこと。平均余命とは、年齢別の死亡率を基に、

各年齢における平均生存年数を計算したもの。
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テーマ６ 在宅医療・介護の連携と充実

練馬区高齢者基礎調査によると、「自身が要介護状態になったときに、自宅で暮らしたい」

と回答する割合は約６割と、多くの方が、住みなれた自宅等での生活を望んでいる事がわか

る。

要介護者が自宅で安心して生活するためには、適切な医療と介護の双方を受けられること

が必要である。また、その際に医療・介護が連携したサービス提供が求められる。

このため、積極的に関係機関等に働きかけ、医療と介護のネットワーク化を促進する必要

がある。

また、要支援・要介護高齢者の 6 割以上は、何らかの認知症の症状があることがわかって

いる。ひとりぐらし世帯の増加に伴い、認知症となっても安心して在宅生活を続けられるよ

う関係機関のみならず、地域住民による「地域ぐるみ」の支援の仕組みづくりが必要である。

１ 在宅医療体制の充実

(1)「在宅療養支援診療所」※１整備への働きかけ

①医療機関の体制整備は都道府県の担当だが、区としても、整備促進に向け積極的に働

きかけを続けるべきである。

②24時間往診が可能な体制をとるには、マンパワーの確保が肝要で、診療所にとっても

負担が大きい。個々の医療従事者の努力だけでは足りない部分を補う、組織的な対応

の仕組みづくりを支援する必要がある。

(2)療養病床削減問題への対応

①都内では、療養病床の絶対数は依然、不足している状態である。在宅生活が困難な状

況となったときでも、区民が十分な医療を受けられるよう、必要な病床の確保に努め

るべきである。

②緊急時に必要となる病床の確保については、引き続き充実を図るべきである。

(3)地域の協力

多くの人が、住み慣れた自宅等で最後まで過ごすことができる環境を充実させるため

には、医療機関だけでなく、地域住民の理解・協力を得て、在宅での充実した生活を社

会的に支援する体制づくりが必要である。

２ 医療的ケアと介護の連携体制の促進

(1)地域医療機関の連携

①在宅療養支援診療所として登録している診療所以外にも、訪問診療やかかりつけ医と

しての対応をとっている医療機関は多い。地域の中の資源として有効に活用されるべ

きである。
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②第１次～第３次それぞれの担当救急医療機関※２が連携し、緊急時に適切な対応がとれ

る体制づくりを目指し、区は体制づくりのための調整の役を果たすべきである。

(2)医療と介護の連携

①介護の総合相談窓口である「地域包括支援センター」と医療機関の関係をさらに深め、

地域包括支援センターから、医療機関等へ必要な情報が伝達されるように取り組む必

要がある。

②入院患者が在宅生活に移行する際、並行して介護サービスが必要であるにも関わらず、

十分な準備がなされないことが多い。受け入れ可能な介護サービス事業者と連携して

試験的な退院を行うなど、高齢者が不安なく在宅生活に移行できる体制づくりへの調

整役を果たすことが重要である。

③医療・福祉にまたがり、高齢者やその家族にわかりやすく説明をし、入院から在宅生

活への仲立ちをする役割の充実が必要である。

３ 認知症になっても安心して暮らせる条件整備

認知症を含めた総合的な受け入れ体制を備えた医療機関が少ないため、入院時の支援の

充実を図らなければならない。そのためには、認知症に対する社会的な理解の向上への取

り組みが重要である。同時に、家族・地域住民など、本人を取り巻く様々な人々の理解も

欠かせず、向上のための取組みが求められる。

用語解説

※１「在宅療養支援診療所」・・・地域における患者の在宅療養の提供に主たる責任を有し、

患者の診療情報の一元的集約や２４時間体制の往診を行う医療機関として登録されてい

る診療所のこと。

※２「救急医療機関」・・・第１次（初期）～第３次に区分される。第１次は、比較的軽症

な救急患者を診察し、第２次以降へつなげるか否かを判断する。第２次は、入院治療を

必要とする重症救急患者の医療を担当する。第３次は、第２次救急医療機関では対応で

きない複数の診療科領域にわたる重篤な救急患者の医療を担当する。
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テーマ７ 高齢者の権利擁護

高齢化に伴う心身状況の変化により自分で各種社会サービスの手続きができない方や、認

知症等により日常生活に必要な判断ができなくなる方への支援は重要である。可能な限り本

人の意思が尊重されつつ、日常生活を送るため、高齢者の権利を擁護する事業について、区

民に周知するとともに、利用しやすいものとなるような工夫を進める必要がある。

虐待など、高齢者への権利侵害は、家庭内など外部から把握しにくいことが多い。いつで

も、民生委員や診療所などから地域包括支援センターへ情報が伝わる仕組みを確立し、早期

発見・早期対応を図るべきである。また、気軽に相談できる窓口の整備等、区民にとって信

頼のおける相談体制を、より一層充実させるとともに、高齢者本人・家族・関係者等多くの

人に周知を図る工夫が必要である。

１ 組織的な取り組み

(1)関係機関の連携

「社会福祉協議会」、「地域包括支援センター」、「保健福祉サービス苦情調整委員」※１

といった各機関のサービスの充実はもちろん、相互の連携をこれまで以上に充実させる

取り組みが必要である。

(2)民生委員等への支援

民生委員を始め、地域で様々な支援を行う立場の方への支援も重要である。「地域包括

支援センター」を中心として、情報や対応ノウハウを共有化し、高齢者の権利擁護に関

する対応力の向上を図ることが重要である。

２ 権利侵害への対応

「虐待」は、外部から把握しにくい。虐待への対応は、家族のプライバシーに触れる部

分が多く、困難な場合が多いが、高齢者の権利が擁護されるよう、虐待防止に向けた取り

組みを積極的に行っていくことが重要である。

３ 成年後見制度※２の円滑な利用への取り組み

(1)社会貢献型後見人※３の育成

成年後見制度が、どのような立場・状況の高齢者にとっても利用しやすいものである

よう、「社会貢献型後見人」の育成は重要である。

(2)後見人等申請費用等の助成

生活保護世帯等、後見人等を依頼するための費用負担に支障がある高齢者に対しては、

制度が利用できないために権利が守られないということが無いように、経済的な支援を

行うべきである。必要な支援や助成を十分に行える仕組みづくりが重要である。
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用語解説

※１「保健福祉サービス苦情調整委員」・・・介護保険をはじめとする保健福祉サービスを

利用する方が、区や事業者に対して苦情等がある場合に、公正中立な立場で対応する。

また、必要と判断した場合には独自に調査を行い、区やサービス提供事業者に対して、是

正を求める勧告や制度の改善の意見表明などを行うことができる。

※２「成年後見制度」・・・認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など、判断能力が十分

でない方の財産や権利を守るため、一定の要件を満たす人が後見人等（本人の状況に応じ、

後見・保佐・補助の段階がある）となり、本人の判断能力を補い、保護する制度。

※３「社会貢献型後見人」・・・成年後見制度の利用が望ましい方が、適切な後見人が見つ

けられない、経済的に余裕が無い等の理由で、後見制度を利用できない場合に、一定の講

習等を修了した方の中から選ばれる後見人。

練馬区では、社会福祉協議会と連携し、養成講座修了生の受け入れや、研修等を行って

いる。
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[３] 資料

１ 練馬区高齢者保健福祉懇談会設置について

平成 19 年 10 月１日

19 練福高第 1052 号

（設置）

第１ 老人保健法（昭和 57 年法律第 80 号）第 46 条の 18 および老人福祉法（昭和 38 年法律第

133 号）第 20 条の８の規定に基づき、平成 21 年度から 23 年度までを計画期間とする第４期高

齢者保健福祉計画の策定にあたり、区民および識者の意見等を計画に反映させるため、練馬区高

齢者保健福祉懇談会（以下「懇談会」という。）を設置する。

（構成）

第２ 懇談会は、つぎに掲げる者で区長が委嘱する委員により構成する。

(1) 学識経験者 ２名程度

(2) 高齢者の保健福祉関係者 10 名程度

(3) 公募区民 ６名程度

２ 懇談会に座長を置き、委員の互選により選出する。

３ 座長は懇談会を主宰し、懇談会を代表する。

４ 懇談会には座長が指名する副座長を置く。

５ 副座長は座長を補佐し、座長に事故があるときはその職務を代理する。

（運営）

第３ 懇談会は座長が招集する。

２ 座長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に懇談会の出席を求め、意見を聴き、ま

たは説明を求めることができる。

（所掌事項）

第４ 懇談会は、つぎの事項について検討し、その結果を区長に報告する。

(1) 高齢者の保健福祉施策（原則として介護保険分野を除く）に関する事項

(2) その他座長が必要と認める事項

（委員の任期）

第５ 懇談会委員の任期は、委嘱の日から区長に報告する日までとする。

（庶務）

第６ 懇談会の庶務は、福祉部高齢社会対策課で処理する。

（公開）

第７ 懇談会の会議は、公開とする。ただし、附属機関等の会議の公開および区民公募に関する指

針（平成 13 年２月 27 日練企企発第 245 号）の定めるところにより非公開とすることができる。

（その他）

第８ 上記に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は座長が別に定める。
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２ 練馬区高齢者保健福祉懇談会委員名簿

（敬称略）

選出区分 氏 名 所 属 等

岩田 幸彦 春日町在住

佐藤 忠雄 大泉町在住

高橋 保孝 豊玉北在住

長井 詳典 光が丘在住

町田 夕起子 桜台在住

公募区民

（6名）

渡辺 瞳 中村北在住

赤地 光司 高野台クリニック 院長

佐々木 賢 練馬区健康推進協議会委員

田中 英雄 民生児童委員

轟 守一 （社）練馬区シルバー人材センター会長

永井 敦子 医療法人社団平真会 グループホーム澄・小規模多機能

ホーム薬師堂 ホーム長・介護支援専門員

早舩 良雄 練馬区保健福祉サービス苦情調整委員

藤田 庄子 練馬区地域福祉推進委員

増田 時枝 練馬区老人クラブ連合会会長

高齢者の

保健福祉

関係者

（9名）

松尾 千賀子 練馬区福祉のまちづくりを推進する区民協議会委員

◎冷水 豊 上智大学総合人間科学部社会福祉学科教授
学識経験者

（2名） ○東條 光雅 駒澤大学文学部社会学科教授

◎：座長 ○：副座長
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３ 練馬区高齢者保健福祉懇談会開催経過

回数 開催日・会場 主な検討内容

第 1回 平成 19 年 12 月 25 日（火）

練馬区役所本庁舎 20 階交流会場

・委員委嘱

・座長・副座長選出

・懇談会の進め方確認

・懇談会検討課題（テーマ）選定

第 2回 平成 20 年 1 月 21 日（月）

練馬区役所本庁舎 5階庁議室

・第 3期計画進捗状況確認

・検討課題（テーマ）の整理

第 3回 平成 20 年 3 月 17 日（月）

練馬区役所本庁舎 5階庁議室

・練馬区高齢者基礎調査報告

・テーマ１高齢者の社会参加

・テーマ２高齢者センター・敬老

館のあり方

第 4回 平成 20 年 4 月 21 日（月）

練馬区役所本庁舎 5階庁議室

・テーマ３ひとりぐらし高齢者・

高齢者のみの世帯・日

中独居者への支援

第 5回 平成 20 年 5 月 26 日（月）

練馬区役所本庁舎 5階庁議室

・テーマ４高齢期の住まい

・テーマ５健康の保持・増進

第 6回 平成 20 年 7 月 14 日（月）

練馬区役所本庁舎 5階庁議室

・テーマ６在宅医療・介護の連携

と充実

・テーマ７高齢者の権利擁護

第 7回 平成 20 年 8 月 6 日（水）

練馬区役所本庁舎 5階庁議室

・報告書作成
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４ 練馬区高齢者基礎調査（平成 19 年 12 月実施）＜抜粋＞

練馬区高齢者基礎調査（以下、「基礎調査」という。）は、第 4期計画策定の基礎資

料とするために、区内の高齢者（高齢者一般、介護サービス利用者・未利用者、特定

高齢者）、これから高齢期を迎える方および介護サービス事業者を対象に、高齢者福

祉に対する意見・要望を、無記名アンケートにより実施した。

ここでは、基礎調査のうち、懇談会における討議のテーマごとに、関連のある項目

を参考資料として掲載する。

※調査結果の詳細は、練馬区高齢者基礎調査報告書を参照のこと
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テーマ１ 高齢者の社会参加

(1) 就労状況：高齢者一般（65 歳以上）

(2) 仕事についている、または今後仕事につきたい理由（複数回答）：高齢者一般（65 歳以上）

仕事についている

仕事についていない

無回答

25.5

71.5

3.0

n=

2,223

(%)

0 10 20 30 40
(%)

健康のため

生きがいを得るため

生活費を得るため

小遣いを得るため

持っている技術や資格を生か
すため

何もしないでいると退屈なの
で

将来への蓄え（預貯金）のた
め

その他

無回答

27.0

25.1

21.4

15.5

14.3

10.3

9.4

3.4

34.9

サンプル数 n=2,223
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(3) 町会・自治会やボランティア・NPO 活動への参加状況（複数回答）：高齢者一般（65 歳以上）

(4) 活動に必要な条件やきっかけ（複数回答）：高齢者一般（65 歳以上）

ＴＯＴＡＬ n=2,223

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
(%)

町会・自治会の活動をしてい
る

老人クラブの活動をしている

ボランティア活動をしている

ＮＰＯ活動をしている

活動はしていない

無回答

7.6

5.4

6.4

1.0

83.0

0.0

サンプル数 n=2,223

町会・自治体やボランティア

活動等をしている。17.0％

※各回答は複数回答であるため、それぞ

れの合計値ではない。

0 10 20 30 40
(%)

関心・興味のあるテーマがあ
れば活動したい

時間に余裕があれば活動した
い

健康状態がよくなったら活動
したい

活動する拠点となるような施
設が身近なところにあれば

紹介があれば活動したい

知り合いがいれば活動したい

その他

活動したくない・関心がない

無回答

28.5

20.6

15.6

15.1

10.0

8.4

2.3

18.3

17.5

サンプル数 n=1,846（「活動はしていない」と回答した方）

条件が満たせれ

ば活動したい。

64.2％

※各回答は複数回

答であるため、そ

れぞれの合計値

ではない。
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テーマ２ 高齢者センター・敬老館のあり方

(1)日中の時間の過ごし方：高齢者一般（65 歳以上）

ＴＯＴＡＬ n=2,223

0 10 20 30 40 50 60 70 80
(%)

テレビ、ラジオ

新聞、雑誌

家事、家の中の掃除

散歩、ウォーキング、ジョギ
ング

買物、ウインドウショッピン
グ

主に屋内で行う趣味活動（読
書、音楽鑑賞など）

家族との団らん、孫と遊ぶ

仕事（職業、家業）

主に屋外で行う趣味活動（園
芸、農芸など）

ワープロ、パソコン、インタ
ーネット、携帯電話

図書館や公民館、敬老館など
に行っている

犬や猫などのペットと遊ぶ（
過ごす）

学習活動（主に自分が教わる
立場）

社会奉仕、ボランティア活動

教育活動（主に自分が教える
立場）

その他

特にない

無回答

72.2

57.0

43.0

37.7

34.6

25.4

21.1

17.7

16.7

13.9

11.8

7.3

6.9

5.6

2.2

3.9

1.1

1.4

サンプル数 n=2,223
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テーマ３ ひとりぐらし高齢者・高齢者のみの世帯・日中独居者への支援

（1）性・年代別の世帯構成：高齢者一般（65 歳以上）

●ひとりぐらし世帯の属性

単身（ひとりぐらし
）世帯

夫婦のみの世帯 その他の世帯 無回答

(%)

ＴＯＴＡＬ

男性６５～６９歳

男性７０～７４歳

男性７５～７９歳

男性８０～８４歳

男性８５～８９歳

男性９０歳以上

女性６５～６９歳

女性７０～７４歳

女性７５～７９歳

女性８０～８４歳

女性８５～８９歳

女性９０歳以上

ｻﾝﾌ゚ ﾙ数

2,223

261

259

200

100

40

16

371

296

255

142

73

22

16.5

12.6

9.3

8.0

10.0

7.5

25.0

12.9

24.7

26.3

28.9

31.5

9.1

40.3

46.0

53.7

58.5

49.0

57.5

18.8

34.5

41.9

29.8

19.7

6.8

4.5

41.5

40.6

35.9

33.5

41.0

35.0

50.0

50.7

32.8

42.4

51.4

56.2

81.8

1.8

0.8

1.2

0.0

0.0

0.0

6.3

1.9

0.7

1.6

0.0

5.5

4.5

６５～６９歳

７０～７４歳
７５～７９歳

８０～８４歳

８５～８９歳

９０歳以上
無回答

22.1

27.6
24.3

15.6

7.4

1.6
1.4

n=

366

(%)

男性

女性

無回答

24.6

69.9

5.5

n=

366

(%)



-26-

（2）地域活動への参加状況（複数回答）：高齢者一般（65 歳以上）

単身（ひとりぐらし）世帯
n=366

夫婦のみの世帯 n=896

その他の世帯 n=922

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
(%)

町会・自治会の活動をしてい
る

老人クラブの活動をしている

ボランティア活動をしている

ＮＰＯ活動をしている

活動はしていない

無回答

6.3

5.2

4.9

1.6

84.7

0.0

7.6

5.5

7.0

0.9

82.0

0.0

8.0

5.2

6.5

1.0

83.5

0.0

（3）一番近くに住む家族との距離：高齢者一般（65 歳以上）

となり １０～３０分
程度

３０分～１時
間程度

１時間以上 家族等はいな
い

無回答

(%)

単身（ひとりぐらし）世帯

夫婦のみの世帯

その他の世帯

ｻﾝﾌ゚ ﾙ数

366

896

922

10.9

9.4

20.7

27.3

32.7

21.3

24.9

28.2

23.0

28.1

26.1

23.5

7.9

2.1

3.6

0.8

1.5

7.9
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（4）日中独居率の存在割合：高齢者一般（65 歳以上）

単身（ひとりぐらし）世帯
n=366

夫婦のみの世帯 n=896

その他の世帯 n=922

0 10 20 30 40 50 60 70
(%)

いつも誰かがいる

誰かがいることが多い

自分ひとりのことが多い

いつも自分ひとりである

無回答

2.5

4.6

27.6

62.6

2.7

48.3

35.6

12.7

1.6

1.8

42.0

30.4

20.9

4.7

2.1
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テーマ４ 高齢期の住まい

（1）住居の状況：高齢者一般（65 歳以上）【単数回答】

(2)住み替えを考えたときに必要な広さ 高齢者一般（65 歳以上）【単数回答】

この先住み替
えは考えてい
ない

３０㎡以上（
二間８畳、６
畳以上）

２５㎡以上（
二間６畳、４
畳以上）

家賃が安けれ
ば狭くともよ
い（一間７畳
以下）

２０㎡以上（
一間８畳以上
）

無回答

(%)

一戸建て持ち家（自己所有の
ビルを含む）

ｻﾝﾌﾟﾙ数

1,51567.9 14.3 6.1
0.6

2.4
8.8

※(1)で、「一戸建て持ち家（自己所有のビルを含む）」と回答した者のみ抽出

(3)自身の希望する介護：高齢者一般（65 歳以上）【単数回答】

一戸建て
持ち家（
自己所有
のビルを
含む）

分譲マン
ション（
集合住宅
）

民間の賃
貸アパー
ト・マン
ション

都営住宅
・区営住
宅

ＵＲ賃貸
住宅・公
社賃貸住
宅

社宅・官
舎・寮

その他 無回答 (%)

ｻﾝﾌ゚ ﾙ数

2,22368.2 9.3 8.1 7.2 3.8

0.3 1.9

1.2
全 体

0 10 20 30 40 50 60
(%)

自宅で介護保険のサービスを
利用しながら暮らしたい

特別養護老人ホームなどの介
護保険施設に入所したい

介護してくれる病院に入院し
たい

自宅でサービスを利用しない
で家族介護を中心にしたい

有料老人ホームに入居したい

その他

わからない

無回答

51.8

11.6

9.0

5.6

4.1

0.8

12.5

4.6

サンプル数 n=2,223

この２つの回答を合わせて

57.4%（約 6 割）は自宅での

生活を希望
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(4)住まいの工夫（複数回答）：高齢者一般（65 歳以上）

一戸建て持ち家（自己所有のビルを含む） n=1,515
民間の賃貸アパート・マンショ ン n=181

0 10 20 30 40 50 60 70 80
(%)

寝室とトイレが同じ階にある

手すりがついている

浴槽がまたぎやすい高さである

台所・洗面台を使いやすくしてい
る

扉など引き戸にしているところが
ある

段差をなくしているところがある

脱衣場やトイレに暖房が設置さ
れている

滑り止めをしているところがある

その他

特に工夫はしていない

無回答

70.6

54.8

48.9

34.3

27.2

23.5

25.9

13.6

1.2

10.3

0.9

53.0

18.2

17.1

14.9

9.4

5.0

2.8

1.7

1.7

28.2

5.5
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テーマ５ 健康の保持・増進

(1) ふだん健康に気をつかっているか

気をつかっている 気をつかっていない、意識し
ていない

無回答

(%)
ｻﾝﾌﾟﾙ数

2,22393.4 5.3
1.3

(2) 気をつかっている内容（複数回答）

：高齢者一般（65 歳以上） うち「気をつかっている」と回答した者

（性別）

食
事
や
栄
養
に
気
を
つ
け
て
い

る 定
期
的
に
健
康
診
断
な
ど
を

受
け
て
い
る

規
則
正
し
い
生
活
を
心
が
け
て

い
る

適
度
な
運
動
や
ス
ポ
ー
ツ
を
す

る
よ
う
心
が
け
て
い
る

体
調
の
す
ぐ
れ
な
い
と
き
は
、

早
め
に
医
者
に
み
て
も
ら
う

で
き
る
だ
け
外
出
す
る
よ
う

心
が
け
て
い
る

ス
ト
レ
ス
を
た
め
な
い
よ
う
休

養
や
気
分
転
換
を
心
が
け
て
い

る 趣
味
活
動
を
し
て
い
る

禁
煙
・
節
煙
を
心
が
け
て
い
る

飲
酒
の
量
や
回
数
に
気
を
つ
け

て
い
る

そ
の
他

無
回
答

全体(n=2,077) 77.9 68.5 61.9 55.0 52.9 52.1 48.7 39.0 28.2 27.5 3.5 0.4

男性(n=821) 74.2 70.4 59.1 61.0 49.5 49.3 44.8 35.1 39.3 40.9 2.7 0.5

女性(n=1,089) 81.4 67.8 64.4 51.1 55.2 55.6 52.2 42.2 19.8 18.0 3.9 0.4

0

10

20

30

40

50

60

70

80
(%)

77.9

68.5

61.9

55.0
52.9 52.1

48.7

39.0

28.2 27.5

3.5
0.4

サンプル数 n=2,077

（高齢者一般：65 歳以上） （これから高齢期：55～64 歳）

気をつかっている 気をつかっていない、意識し
ていない

無回答

(%)
ｻﾝﾌﾟﾙ数

55286.1 13.2
0.7
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(3) 気をつかっている内容（複数回答）

：これから高齢期（55～64 歳）うち「気をつかっている」と回答した者

食
事
や
栄
養
に
気
を
つ
け
て
い

る定
期
的
に
健
康
診
断
な
ど
を

受
け
て
い
る

適
度
な
運
動
や
ス
ポ
ー
ツ
を

す
る
よ
う
心
が
け
て
い
る

ス
ト
レ
ス
を
た
め
な
い
よ
う
休

養
や
気
分
転
換
を
心
が
け
て
い

る 規
則
正
し
い
生
活
を
心
が
け
て

い
る

趣
味
活
動
を
し
て
い
る

体
調
の
す
ぐ
れ
な
い
と
き
は
、

早
め
に
医
者
に
み
て
も
ら
う

で
き
る
だ
け
外
出
す
る
よ
う

心
が
け
て
い
る

禁
煙
・
節
煙
を
心
が
け
て
い
る

飲
酒
の
量
や
回
数
に
気
を
つ

け
て
い
る

そ
の
他

無
回
答

(4) 自身の生活習慣への関心（複数回答）：これから高齢期（55～64 歳）

0

10

20

30

40

50

60

70

80
(%)

75.6

59.8
56.6

50.9
48.8

34.9 34.7
31.6

25.7
21.5

1.7 0.2

生活習慣に
特に問題は
ない

改善が必要
だとは思う
が、変えよ
うとは思わ
ない

改善が必要
だとは思う
が、容易に
は変えられ
ない

改善が必要
だと思い具
体的に取り
組みたいと
考えている

改善が必要
だと思い、
取り組み・
行動を始め
ている

生活習慣に
ついては関
心がない

無回答

(%)

ＴＯＴＡＬ

男性５５～５９歳

男性６０～６４歳

女性５５～５９歳

女性６０～６４歳

ｻﾝﾌ゚ ﾙ数

552

106

142

127

160

30.3

24.5

31.0

28.3

36.9

3.1

5.7

5.6

0.8

1.3

36.2

50.0

33.1

35.4

31.3

13.4

10.4

15.5

18.9

10.0

14.1

6.6

12.0

15.7

18.1

1.6

1.9

2.8

0.8

1.3

1.3

0.9

0.0

0.0

1.3

全 体

サンプル数 n=475
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テーマ６ 在宅医療・介護の連携と充実

(1) 自身の希望する介護（単数回答）：高齢者一般（65 歳以上）

(2) 往診を受けている割合：介護サービス利用者（65 歳以上）

0 10 20 30 40 50 60
(%)

自宅で介護保険のサービスを
利用しながら暮らしたい

特別養護老人ホームなどの介
護保険施設に入所したい

介護してくれる病院に入院し
たい

自宅でサービスを利用しない
で家族介護を中心にしたい

有料老人ホームに入居したい

その他

わからない

無回答

51.8

11.6

9.0

5.6

4.1

0.8

12.5

4.6

サンプル数 n=2,223

この２つの回答を合わせて

57.4%（約 6割）は自宅での

生活を希望

0 10 20 30 40 50 60
(%)

往診を受けている

6.1

11.5

17.1

31.0

57.9

（％）

要介護１（n=311）

要介護２（n=443）

要介護３（n=357）

要介護４（n=239）

要介護５（n=121）
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(3) 要介護者が在宅生活を継続するための条件（複数回答）：介護サービス事業所

0 10 20 30 40 50 60 70 80
(%)

介護者の身体的負担軽減

往診可能なかかりつけ医の存
在

利用者本人の自立生活志向を
高める支援

地域保健福祉関係機関や人材
等の地域資源との連携

現行のサービス供給量の拡大

専門的なサービスの開発と提
供

その他

無回答

72.4

58.2

52.0

50.2

40.0

38.5

7.3

4.4

サンプル数 n=275（事業所）
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